
別紙 C 

 

 

 

 

個人情報及び機密情報の取

扱いに関する付帯条項及び 

大田区における契約に関す

る特約 



個人情報、特定個人情報及び機密情報の取扱いに関する付帯条項 

改正 令和８年２月２日 

個人情報、特定個人情報及び機密情報を取り扱う事務を受託した者又は公の施設の指定管理

者（地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の２第３項に規定する指定管理者をいう。）

（以下「受託者」という。）は、この契約又は協定（以下「契約」という。）の履行に当たり、こ

の付帯条項を遵守し、個人情報、特定個人情報及び機密情報を適正に取り扱わなければならない。 

（用語の定義） 

第１条 本付帯条項における用語の定義は、次に定めるところによる。 

(１) 個人情報 個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）第２条第１項に規

定する個人情報をいう。 

(２) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律（平成 25 年法律第 27 号）第２条第９項に規定する特定個人情報をいう。 

(３) 機密情報 公開されることにより、契約を委託したもの（以下「委託者」という。）の

行政運用に支障を及ぼすおそれのある情報をいう。 

(４) 従業者 受託者の組織内にあって直接間接に受託者の指揮監督を受けて受託者の業務

に従事している者（第 12 条に規定する再委託先において従事している者を含む。）をいう。 

（機密情報の範囲） 

第２条 本契約における機密情報は、必要に応じ、あらかじめ委託者が指定の上受託者に提示す

るものとし、本契約の履行の過程で生じた機密情報のうち、本契約に基づく受託者から委託者

への帰属の移行が完了していないものについても、本付帯条項の対象とする。ただし、次のい

ずれかに該当する情報についてはこの限りでない。 

 （１） 機密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 

 （２） 本契約に違反することなく、かつ、契約の前後を問わず公知となった情報 

 （３） その他、委託者と受託者の協議及び両者了解の上、対象としないこととした情報 

（個人情報及び機密情報の保護） 

第３条 受託者は、この契約に基づく受託業務又は公の施設の管理業務（以下「受託業務」とい

う。）の履行に当たっては、取り扱う個人情報、特定個人情報及び機密情報に関して、次条か

ら第 23 条までの定めに従わなければならない。 

２ 受託者は、この契約に基づく個人情報及び特定個人情報を取り扱う受託業務の履行に当た

り、以下の規定を遵守し、個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適正な

管理のために必要かつ適切な措置（以下「安全管理措置」という。）を講じなければならない。 

(１) 個人情報の保護に関する法律 

(２) 大田区個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年条例第 64 号） 

(３) 大田区議会個人情報保護条例（令和５年条例第 17 号） 

(４) 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（行政機関等編）（平成 26 年特定個

人情報保護委員会告示第６号） 

（秘密の保持） 

第４条 受託者は、受託業務に関して知り得た個人情報、特定個人情報及び機密情報を他人に知

らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後も同様と

する。 

２ 受託者は、受託業務の従業者又は従業者であった者についても、前項の規定による義務を遵

守させなければならない。 

 



(収集の制限) 

第５条 受託者は、受託業務に係り個人情報、特定個人情報及び機密情報を収集及び作成すると

きは、当該受託業務を達成するために必要な最小限の範囲内で、適法かつ公正な手段により、

行わなければならない。 

(受託業務以外の利用等の禁止) 

第６条 受託者は、受託業務に係る個人情報、特定個人情報及び機密情報を受託業務以外の用途

に利用又は加工してはならない。 

（第三者への提供禁止） 

第７条 受託者は、受託業務に係る個人情報、特定個人情報及び機密情報を第三者に提供しては

ならない。 

（安全管理措置体制の報告） 

第８条 受託者は、受託業務履行上の安全管理措置体制について、委託者の求めに応じ、氏名入

り体制図等を委託者に報告しなければならない。また、受託者の人員の変更など体制の変更が

あった場合は、速やかに委託者に報告しなければならない。 

（責任者等の特定） 

第９条 受託者は、安全管理措置体制上の業務責任者（以下「業務責任者」という。）の氏名、

役職、安全管理措置の職責、所属等を、業務開始前までに書面により委託者に報告しなければ

ならない。 

２ 業務責任者は、本付帯条項に定める事項を適切に実施するよう、他の従業者を監督しなけれ

ばならない。 

（個人情報取扱者の特定） 

第 10条 受託者は、受託業務履行に当たり個人情報又は特定個人情報を取り扱う場合において、

個人情報及び特定個人情報を取り扱う従業者（以下「個人情報取扱者」という。）を特定し、

第８条の報告と合わせて個人情報取扱者の名簿を委託者に報告しなければならない。なお、個

人情報取扱者以外に個人情報及び特定個人情報を取り扱わせてはならない。 

２ 個人情報取扱者は、業務責任者の指示に従い、本付帯条項に定める事項を遵守しなければな

らない。 

（教育の実施） 

第 11条 受託者は、第８条に規定する安全管理措置体制を維持するために、同条の規定に基づ

き報告した安全管理措置体制に関係する従業者に対して適切な情報セキュリティ教育を計画

に基づき実施し、必要な安全管理措置に対する意識の向上及び知識を習得させるものとする。 

２ 委託者は、必要があると認めたときは、前項の規定に基づく教育の実施時期、対象者、内容

等の実施状況について、受託者に書面による報告を求めることができる。この場合において、

受託者はこれに応じなければならない。 

（再委託） 

第 12条 受託者は、受託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができな

い。 

２ 受託者は、やむを得ず受託業務の一部を第三者に委託をしようとするときは、あらかじめ当

該再委託先の名称、住所及び再委託業務内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先との

安全管理措置対策及びその体制等を記載した書面による委託者の承諾を受けなければならな

い。ただし、緊急対応時における特定個人情報を取り扱わない契約に限り、事後すみやかに委

託者に報告し、承諾を得ることを条件に委託者による事前承諾を省略することができる。 

３ 受託者は、当該再委託先との間で、再委託に係る業務を遂行させることについて、本契約に

基づいて受託者が委託者に対して負担するのと同様の義務を、再委託先に負わせる契約を締



結するものとする。 

４ 受託者は、再委託先の履行について委託者に帰責事由がある場合を除き、自ら業務を遂行し

た場合と同様の責任を負うものとするとともに、必要かつ適切な監督を行わなければならな

い。 

（派遣労働者等の利用時の措置） 

第 13条 受託者は、受託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の者（以下「正社員

以外の者」という。）に行わせる場合は、正社員以外の者に本契約に基づく一切の義務を遵守

させなければならない。 

２ 受託者は委託者に対して、正社員以外の者の行為及びその結果について責任を負うものと

する。 

（取扱区域の指定及び持出しの禁止） 

第 14条 受託者は、受託業務に係る個人情報、特定個人情報及び機密情報を取り扱う場所（以

下「取扱区域」という。）を定め、業務の着手前に書面により委託者に報告しなければならな

い。 

２ 受託者は、受託業務に係る個人情報、特定個人情報及び機密情報を取扱区域以外に持ち出し

てはならない。ただし、あらかじめ委託者の承認を受けた場合は、この限りでない。 

３ 受託者は、取扱区域を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請し、その承認を受け

なければならない。 

（複写及び複製の禁止） 

第 15条 受託者は、個人情報、特定個人情報及び機密情報を複写し、又は複製してはならない。

ただし、あらかじめ委託者の承認を受けた場合は、この限りでない。 

２ 前項ただし書きの規定に基づき複写又は複製した個人情報、特定個人情報及び機密情報に

ついても、この付帯条項を遵守し、適正に取り扱わなければならない。 

（提供資料等の返還及び廃棄） 

第 16条 受託者は、この契約が終了したとき、又はこの契約が解除されたときは、受託業務に

係り提供、収集及び作成された個人情報、特定個人情報及び機密情報を速やかに委託者に返還

しなければならない。ただし、あらかじめ委託者が返還することが困難と認めた場合は、この

限りでない。 

２ 前項ただし書きの場合においては、受託業務に係り提供、収集及び作成された個人情報、特

定個人情報及び機密情報を委託者からあらかじめ承認を得た方法等により廃棄し、廃棄情報

の項目、媒体名、数量、廃棄日時、廃棄方法、廃棄場所及び廃棄担当者名等を記載した廃棄証

明書等の証跡を委託者に提出しなければならない。 

（施設・設備の管理） 

第 17条 受託者は、受託業務の適正かつ円滑な履行を図るため、サーバ室、執務室等の施設・

設備の管理体制について、施錠その他の必要な措置を講じなければならない。 

（善良なる管理者の注意義務） 

第 18条 受託者は、善良なる管理者の注意をもって、次に掲げるものの維持管理に当たらなけ

ればならない。 

(１) 電子機器、外部記録媒体、紙等に記録されている個人情報、特定個人情報及び機密情報 

(２) 電子計算処理に関するドキュメント（諸手続文書等）及びプログラム 

(３) その他委託者が第２条の規定により指定したもの 

（定期及び事故発生時の報告） 

第 19条 受託者は、書面等により定期的に個人情報、特定個人情報及び機密情報の管理状況、

履行状況等について報告の手順を定めるとともに、委託者に報告しなければならない。 



２ 前項の規定にかかわらず、受託者は、受託業務に関し事故が発生し、又は発生したおそれが

あるときは、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちにその状況を委託者に報告し

なければならない。このとき、委託者及び受託者は、事故の拡大又は再発を防止するために合

理的に必要と認められる措置を講じるものとする。 

３ 前項の報告義務は、この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。 

（監査及び調査） 

第 20条 委託者は、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認

をするために必要があると認めたときは、受託者及び再委託先に対して、個人情報、特定個人

情報及び機密情報の管理状況、履行状況等について報告を求め、又は委託者及び委託者の指定

する第三者による監査又は調査をすることができる。この場合において、受託者は、これに応

じなければならない。 

２ 委託者は、前項の目的を達成するため、受託者に対して必要な情報を求め、又は本委託業務

の処理に関して必要な指示をすることができる。 

（相互遵守） 

第 21条 委託者及び受託者は、両者の情報セキュリティ対策上の障害とならない範囲内におい

て、互いの情報セキュリティ対策上の規定の確認を行い、その規定を遵守しなければならない。 

２ 前項の規定に基づき確認した互いの情報セキュリティ対策に相違がある場合は、両者協議

の上、守るべき対策を別途規定することとする。 

（公表措置及び損害賠償義務） 

第 22条 委託者は、受託者が第 1条から前条までに掲げる個人情報、特定個人情報の保護及び

機密情報の取扱いに関する義務に違反し、若しくは怠った場合又は第 19条第２項に規定する

事故が発生したときは、委託者の決定に基づき、その事実を公表することができる。 

２ 前項の義務に違反し、又は怠った場合において、受託者は、委託者又は第三者に損害を与え

たときは、その損害を賠償しなければならない。 

（疑義解釈） 

第 23条 この付帯条項に定めのない事項又は定めに疑義のある事項は、委託者及び受託者双方

で協議して定める。 

 



大田区における契約に関する特約

（総則）

第１条 この特約は、この特約が添付される契約と一体をなす。

（用語の定義）

第２条 この特約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。

(1) 甲 発注者である大田区をいう。

(2) 乙 大田区との契約の相手方をいう。乙が共同企業体であるときは、その構成

員すべてを含む。

(3) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。

以下「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。

(4) 暴力団員等 暴対法第２条第６号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった

日から５年を経過しない者をいう。

(5) 不当要求行為等

ア 暴力行為、脅迫行為又はこれらに類する行為

イ 威圧的又は乱暴な言動により嫌悪感を与える行為

ウ 正当な理由なく面会を強要する行為

エ 正当な権利行使を仮装し、又は社会的常識を逸脱した手段により金銭又は権利を

不当に要求する行為

オ アからエまでに掲げるもののほか、作業現場の秩序の維持、安全確保又は作業の

実施に支障を生じさせるもの

(6) 法人の役員若しくは使用人 個人事業主、法人の代表者及び法人の役員（役員と

して登記又は届出されていないが実質上経営に関与している者を含む。）又は支店若

しくは営業所を代表する者並びに直接雇用契約を締結している正社員

（乙が暴力団員等であった場合の甲の解除権）

第３条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することがで

きる。この場合において、解除により乙に損害が生じても、甲は一切賠償の責めを

負わないものとする。

(1) 法人の役員若しくは使用人が暴力団員等であるとき、又は暴力団員等が経営に実

質的に関与していると認められるとき。

(2) 法人の役員もしくは使用人がいかなる名義をもってするか問わず、暴力団員等に

対して金銭、物品、その他の財産上の利益を与え、又は便宜を供与するなど、暴力

団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

(3) 法人の役員若しくは使用人が自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又

は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団等を利用するなど



していると認められるとき。

(4) 法人の役員若しくは使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるよう

な関係を有していると認められるとき。

(5) 法人の役員若しくは使用人が、自ら契約する場合において、その相手方が前各号

のいずれかに該当するものであることを知りながら契約したと認められるとき。

２ 乙が前項各号のいずれかに該当したときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、

乙は、契約金額の１０分の１に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わ

なければならない。

３ 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われている

ときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。

４ 第 1 項に規定する場合において、乙が共同企業体であり、既に解散しているときは、

甲は乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金を請求することができる。こ

の場合において、乙の代表者であった者又は構成員であった者は、連帯して支払わなけ

ればならない。

（暴力団員等を排除するための連携）

第４条 甲及び乙は、警察と連携し、本契約に関与又は介入しようとする暴力団員等を排

除するために必要な情報交換又は捜査協力等を行うものとする。

（不当要求行為等を受けた場合の措置）

第５条 乙は、この契約の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。

（1） 本契約に関して、不当要求行為等を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速

やかに甲に報告するとともに、警察に届け出ること。

（2） 本契約に関して乙の下請業者又は工事関係業者がある場合、不当要求行為等を受け

たときは、毅然として拒否し、乙に速やかに報告するよう当該下請業者等を指導する

こと。下請業者等から報告を受けたときは、速やかに甲に報告するとともに、警察に

届け出ること。

（3） 本契約に関して乙の下請業者又は工事関係業者がある場合、乙は、下請契約等の締

結に際して、前２号により乙が遵守を求められていると同様の内容を規定しなければ

ならない。

２ 乙が前項の報告、届出等を怠ったときは、甲は状況に応じて契約解除、入札参加停止

又は違約金の請求など必要な措置を講じることができる。下請業者又は工事関係業者が

報告を怠った場合も同様とする。

３ 第３条第２項から第４項までの規定は、前項の場合に準用する。


